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「就業規則」の法的位置付け
就業規則は、会社での労働条件やルールを統一

的に定め、運用するための中核的な機能を持ってい
ます。会社が一方的に作成しますが、これを社員に

周知することにより法的にも有効になります。

労働基準法の求めるもの

労働基準法では常時１０名以上の社員がいる事
業場に、就業規則の作成と届け出を求めています。
始業・終業等の労働時間や給与、退職に関する事項
が必須項目として、退職金や表彰、制裁等が、制度

があれば記載しなければいけない項目として規定さ
れています。届出には、社員代表の意見書が必要で
す。意見であって、同意までを求められているもので
はありません。

社員１０名未満では不必要？

社員が家族だけのときには、就業規則は必要ない
かもしれません。育ちも、考え方も社長さんと全く違う

社員が増えれば、社長さんが非常識と思うことが公
然と行われます。これがまかり通っていては、会社の
規律が保てなくなります。ルールをまとめて置くこと
は業務をスムーズに遂行するための常道です。この

ルールが就業規則です。

法規範としての就業規則

社員に守ってほしいことと、会社ができる命令を就
業規則に書いておきます。守ってほしいことは服務
規定として記載します。できる命令には、必要に応じ
て配置転換や出向などがあります。就業規則は会社
が一方的に作成するものですが、「合理的な内容で

あれば社員を拘束する」として法的規範性が認めら
れているのです。

制裁ルールとは

ルールを記載して、それを周知するだけで、社員

が守るのであれば問題ありません。ところが、中には
違反する社員がいます。違反者をそのままにしておく

と、会社の規律が緩み、業務に支障が生じます。業
務を遂行する上で重要だからこそルール化したので
すから、当然です。再発を防止するために何らかの
手を打つことが求められます。制裁です。国の法律も
ルールを決めて、違反者には罰則を科しています。

それを同じです。制裁の言葉にきついイメージがあっ
て嫌がる社長さんもいますが、再発を防止するため
の手段の一つと考えてください。注意を与えたり、始
末書を提出させたり、罰金を科したり、悪質かつ重大
なときには解雇も必要かもしれません。

どのように作成すればよいか

会社により、業務により、また社長さんの理念・方
針により服務規定の内容も、その重要性も変わって
きます。当事務所では、会社にとっても重要な人事
上の管理項目を、「著しい労務側面」として特定する
ことを提唱しています。「著しい労務側面」の言葉はと

もかく、人事上の重要な管理項目は詳細かつ具体的
に特定して、それに対する社員の義務と必要な罰則
規定を明確にしておくことがポイントです。社会保険
労務士に作成を依頼するにしても、丸投げできない
のは、その会社に特有の「著しい労務側面」を社会

保険労務士が単独で特定することは無理だからです。
ちなみに、就業規則の作成報酬は一般に１５～５０
万円といわれ、一見高いように見えます。それは、
「著しい労務側面」の特定のために社長さんからお話
を伺ったり、会社の実態を調査したりすることに十分

な時間と労力を掛けるため、どうしても費用が掛って
しまうからです。

今回は、就業規則の法的位置付けと、作成するた
めのポイントを紹介しました。

本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂

いた会社へお送りしております。不要の方はお

手数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご

連絡下さいますようお願い申し上げます。

「企業の発展と、そこで働く人の安全と幸福の実現」

を使命とする
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